
第４期介護保険事業計画（案）の第１号被保険者保険料比較 基準額= 4345 4072 4273 4002 3720 3864 3900

対象者 所得段階 所得段階 所得段階 所得段階 所得段階 所得段階 所得段階
保険料率 保険料 保険料率 保険料 保険料率 保険料 保険料率 保険料 保険料率 保険料 保険料率 保険料 保険料率 保険料

老齢福祉年金受給者で本人及び世帯全員が 第1段階 第1段階 第1段階 第1段階 第1段階 第1段階 第1段階
市民税非課税又は生活保護の受給者 0.5 2173 0.5 2036 0.5 2137 0.5 2001 0.5 1860 0.5 1932 0.25 975
本人及び世帯全員が市民税非課税で 第2段階 第2段階 第2段階 第2段階 第2段階 第2段階 第2段階
合計所得金額＋課税年金収入額が80 万円以下 0.5 2173 0.5 2036 0.5 2137 0.5 2001 0.5 1860 0.5 1932 0.45 1755
世帯全員が市民税非課税であって、 第3段階 第3段階 第3段階 第3段階 第3段階 第3段階 第3段階
第２段階以外の者 0.75 3259 0.75 3054 0.75 3205 0.75 3002 0.75 2790 0.75 2898 0.75 2925

合計所得金額＋課税年金 第4段階 第4段階 第4段階 第4段階 第4段階 第4段階 第4段階
本人が市民税非課税 収入額が80 万円以下 1.00 4345 0.85 3461 0.88 3760 0.80 3202 0.85 3162 0.875 3381 0.90 3510
（世帯内に市民税課税者がいる場合上記を除く 第5段階 基準額 基準額 基準額 基準額 基準額

1.00 4072 1.00 4273 1.00 4002 1.00 3720 1.00 3864 1.00 3900
同125 万円未満 第5段階 第6段階 第5段階 第5段階 第5段階 第5段階

本人が市民税課税で 1.25 5431 1.10 4479 1.13 4828 1.15 4278 1.125 4347 1.10 4290
合計所得金額が200 万円未満 同125 万～200 万円未満 第7段階 第6段階 第5段階 第6段階 第6段階 第6段階

1.25 5090 1.25 5341 1.25 5003 1.25 4650 1.25 4830 1.25 4875
同200 万～400万円未満 第6段階 第8段階 第7段階 第6段階 第7段階 第7段階 第7段階

1.5 6518 1.50 6108 1.50 6410 1.50 6003 1.50 5580 1.50 5796 1.50 5850
同400万～500万未満 第8段階 第8段階

1.75 7478 1.75 6762
同500万～700万未満 第7段階 第8段階 第8段階

1.75 7004 1.75 6510 1.75 6825
同700万以上 第9段階

2.00 7728

※各自治体の保険料は、検討途中のもので、変更される可能性があります。
瀬戸市、長久手町、豊明市の数値は議員が聞き取りにより得た情報で、一般に公表されたものではありません。

日進市（次期案） 東郷町（次期案） 豊明市（次期案）尾張旭市（現在） 尾張旭市（次期案） 瀬戸市（次期案） 長久手町（次期案）


